
     

 

1／8 

 

第４次地域福祉計画・第１期推進委員会のまとめ 
※第１回・第２回推進委員会資料も併せて参照 

 

１．取組の考え方（第４次計画Ｐ８～９、２３～２４など） 

  佐倉市では、「地域資源」が数多く活動している中、基本理念を実現するために、庁内

を含めて様々な人やものを「つなぐ」ことを意識して取り組んでいくことを継続。 

 

２．計画の周知 

（１）こうほう佐倉に掲載（資料４参照） 

 ○２年間で７つの記事を掲載した（内、２つは１面に掲載）。掲載した内容は、市ホーム

ページ内の社会福祉課・地域福祉計画のページにも掲載（資料４に当該ページの二次元

コード）。 

 

[前回委員会以降の掲載記事] 

  ・令和３年１１月１５日号（１面）・佐倉市社会福祉協議会 

 

  ・令和３年１２月１５日号 

地域福祉フォーラム ～地域共生社会の実現に向けて～ ※動画配信 

 

（２）関係機関・団体への周知（計画の概要・計画書配付） 

 ○令和２年１０月２０日の第１回推進委員会までに、生活支援コーディネーター、地域包

括支援センター管理者、子育て世代包括支援センター担当者、佐倉市社会福祉施設協議

会、民生委員・児童委員（理事会・８地区定例会）、地区社会福祉協議会会長・事務局

長会議など、５つ以上の関係機関・団体に行った。 

 

○令和２年１１月５日：子育て世代包括支援センター担当者会議で、直接説明。 

 

 ○令和３年７月、地域福祉フォーラムの協力者である国際医療福祉大学 医療福祉学部 

学部長の小林雅彦氏と、同じく調布市社会福祉協議会 地域福祉推進課 地域福祉係 

地域支援担当係長の坂本祐樹氏に、佐倉市社協を通してそれぞれ計画書を提供した。 

 

（３）計画提供依頼に対して、対応 

 ○市内外の法人代表者から依頼があり、１部ずつ資料提供した（令和２年１２月・令和３

年１月。計画の概要、「こうほう佐倉」２０２０年（令和２年）１１月１５日号（１面

に計画を記載）（←※これは１月以降から）、計画書をセットにして）。 

 

 ○令和２年１２月、自治会の方から勉強のためにと依頼があり、計画書を２部提供した（計

画の概要と「こうほう佐倉」２０２０年（令和２年）１１月１５日号（１面に計画を記

載）を含む）。 

 

 ○令和３年８月２５日、市民から郵送の希望があり、翌日発送した。 

 

第３回推進委員会 
令和４年３月１７日（木） 

 

 

 

 

資料３ (　　　　　   )参考①
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３．推進委員会（第４次計画Ｐ７１、７５～７７など） 

  推進委員会の委員任期は２年であり、計画ごとに１期、２期というかたちで構成してい

る。今期の委員会は、４年計画である第４次地域福祉計画の１、２年目にあたった。 

  新型コロナウイルス感染症の影響で回数としては３回となったが、貴重なご意見をいた

だいた。 

 

 ○会議開催概要（第１期推進委員会・令和２年４月１日～令和４年３月３１日） 

回数・開催日 内  容 

第１回 

令和２年１０月２０日（水） 

○市長挨拶 

○議事 

（１）会長、副会長選出 

（２）会議公開、議事録の作成方法について 

○概要説明 

（１）佐倉市地域福祉計画推進委員会について 

（２）第４次佐倉市地域福祉計画について 

（３）今後のスケジュール（予定）等について 

○フリートーク 

第２回 

令和３年７月１３日（火） 

○議事 

（１）第４次地域福祉計画・第１回（令和２年１０月）推

進委員会以降の取組について（市民意識調査結果（成

果指標）を含む） 

（２）地域福祉フォーラムについて（※包括的な支援体制

の整備の検討を含む） 

第３回 

令和４年３月１７日（木） 

○議事 

（１）地域福祉フォーラムについて 

（２）包括的な支援体制の整備について 

（３）第４次地域福祉計画・第１期推進委員会のまとめに

ついて 

○フリートーク 

 

 ○委員会議事録から抜粋 

 ・ 福祉のサービスなどが充実していると思っている反面、そこにまだ相談に来られてい

ない方がいる。実際に相談に来られない、広報に目を通さない、知らない等相談につな

がらない方が一番困っている。どうしたらいいのか、どこに相談したらいいのか分から

なくて、本当に困っている方というのが実は多くいるのだろうなと思う。そのような方

にこういうサービスを知ってもらうことが、地域のつながりだと感じた。（第１回） 

 

 ・ 先日、佐倉市ではなく、近隣の市で、心臓のバイパス手術をした方が、一人親家庭で、

実家が遠くてそちらにも行けず、市にも社協にも相談したが、年齢的には高齢でもない、

病気なので障害でもない、だけど、家の中のことは一切できない。実家に住民票を移し

て、そちらでお願いしたらどうかと言われたそうです。実際の支援から言うと、先ほど、

相談にたどり着けない人がいるという話があったが、たどり着けないどころか、相談し
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たが、あちこち回されて、結局、自分１人で、痛い思いをしながら、友達を頼ってとい

うことが実際にある。佐倉市はそこまでは酷くないと思いたいが、是非、法ありき、計

画ありきではなく、実際に人は生きていて動いているので、お願いしたい。（第１回） 

 

 ・ 計画を推進していくためにはもちろん周知、庁内勉強会という話もあったが、社会福

祉法人の職員でさえも、計画を読むのは大変だし、なかなか理解されていない人が多い

と思う。そこをまず知っていただいたうえで、基本目標が４つあり、そこをやっていか

ないといけない中で、相談支援のことも出たし、行政と社協の関係も多く出ている。社

会福祉法人の立場として言えば、社会とつながりを作るための支援、例えば、社会福祉

法人の連携、社会福祉法が改正になり、連携できるようになっていると思う。計画期間

の４年では無理だと思うが、将来的には財政力も違うし、組織力も違う法人が、必要な

地域の課題を連携して取り組むという方策も考えていかないと、これから先はなかなか

行政だけでは予算の都合もあるし、職員の人員の関係もあり、全て行政に頼るのは無理

というのは分かっている。そういった事業者の活用、特に社会福祉法人は非課税である

ので、そのあたり活用して連携できるようにしていったらもっとよくなるのではないか。

（第１回） 

 

 ・ 佐倉市ボランティアセンター登録人数がここのところ減っている。コロナ禍の影響は

確かにあるが、近年の状況を見ると、減少傾向にずっとあるのは確か。１つにはご存じ

のように佐倉市はかなり高齢化。（中略）もうそろそろ役割を終えたということで、終

了している方がいる。実はそういう方が最近多く、グループも減っているし、登録者数

も減っている。この傾向は、地区社協を構成する福祉委員や、聞くと自治会の構成員な

ど、全て連動してきている。 

これからの地域福祉やまちづくりを考えていくときに、現役世代、若い世代、世代を

超えて、いろいろな人が立場を超えて、活躍できる場を模索していく。また、増えてい

く高齢の方たちが、活動できる場所や活動内容を提案していく。世代を超えて、串刺し

にして、動けるようなことを模索していかないと、なかなか全体としての数値、量的に

増えていかないだろうと、改めて数値を見て感じている。（第２回） 

 

 ・ 地域福祉コーディネーターはとても大事な役割だと思うが、コーディネーターが目立

つと地域の力が弱くなってしまうこともあると思う。例えば、先ほどの、お年寄りに代

わってワクチン接種の予約をしますというときに、志津南地区社協が頑張っているとこ

ろは、全面に出てくるのは志津南地区社協で、コーディネーターではない。コーディネ

ーターは地域にいる人たちを目立たせるのが仕事なのだろうと思うので、先ほど委員が

言っていたように、経験など様々なものが必要になってくる要素なのだろうと思う。そ

ういうことを大事にしながら、地域で頑張っている人が全面に出る、あとは縁の下の力

持ちで、動いていく人たちがいる。縁の下の力持ちほど力がいる。財源的にも考えない

といけないのではないかなという気がした。（第２回） 

 

・ 地域福祉コーディネーターの件。立ち上げるということが大切なことで、勇気を持っ

て、初めの一歩を踏み出してもらったことは称賛に値する。大変なことだと思う。問題

はどう続けていくか。先ほどもあったように、組織を広めていくとなると、今度はぶれ
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る。いろいろな人、組織の想いが、行政、市社協、予算が絡んでくる部分、そうではな

い部分、ＮＰＯ、こういう人たちが１つのアドバルーンを決めて、年度ごとに役割をど

うするか、１年目にこういうことを、２年目にこういうことを、ということを見える化

していくべきと考える。動いているというのが大事。消滅するのは残念。続けていくこ

とは大変だが、組織を巻き込みながら動いていくというのが大事かなと思う。（第２回） 

 

 ・ 地域福祉コーディネーターはすごく期待している反面、意見があったが、ワクチン接

種を高齢者の人がオンラインでできないから、１００人できました。それでめでたしめ

でたしではなく、高齢化していて、時代がオンラインなどで申込みができるようになっ

て、オンラインで募集していますとなったときに、コーディネーターが１００人の人に

教えてできましたではなく、高齢者の方がこういうサービスを自分でインターネットを

使って、自分自身でできるようになっていかないと、これから高齢者がもっと増えてい

ったときに、コーディネーターが２００人教えましたというのではなく、高齢者自身が

オンラインなどを使えるように、指導、サポートをして、利用できるようになっている

といいなと。期待している。（第２回） 

 

４．地域福祉の充実、向上のための、情報の発信・啓発（第４次計画Ｐ４１） 

（１）チラシの回覧 

 ○令和３年２月の自治会等定期回覧、Ａ４・両面１枚 

・表面：「マナーを守って、お互い気持ちよく過ごしましょう」 

   ・裏面：「各種相談窓口のご案内」 

 

 ○令和４年１月の自治会等定期回覧、Ａ４・片面１枚 

・「地域福祉フォーラム・Ｗｅｂ」 

 

（２）地域活動のインターネットによる周知 

 ○さくらあったか食堂ネットワークのページ（市社協） 

  ・市がさくらあったか食堂ネットワークの代表と調整し、イメージ図等を作成、同ネ

ットワークの事務局である市社協に提供した。それを原案として肉付けしたものな

どを素材に、市社協のホームページ上に同ネットワークのページが作成された。 

 

５．市社協との連携（第４次計画Ｐ３、４など） 

（１）事務局連絡会議（市と市社協の計画担当者における実務レベルの連携）の開催 

※令和２年７月以降は、具体的な議題はなくても、情報共有のため概ね月１回程度のペー

スで開催している。 

 

 ○会議開催概要（令和３年度） 

回数・開催日 内  容 

第１回・４月２１日（水） ○今年度の事務局連絡会議について 

○地域福祉フォーラムについて 

○両計画の状況について 

○その他 
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第２回・５月１９日（水） ○地域福祉フォーラムについて 

○両計画の状況について 

○その他 

第３回・６月１６日（水） 

第４回・７月２０日（火） 

第５回・８月１８日（水） 

第６回・９月 ○９月２６日の地域福祉フォーラム撮影に向けて、会場リ

ハーサル・登壇者リハーサル・登壇者打合せなどを実施

したことをもって、第６回会議とした。 

第７回・１０月２０日（水） ○地域福祉フォーラムについて 

○両計画の状況について 

○その他 

第８回・１１月１７日（水） 

第９回・１２月１５日（水） 

第１０回・１月１９日（水） 

第１１回・２月９日（水） 

第１２回・３月１６日（水） ※予定（本資料の作成時点において未開催）。 

 

 ○会議開催概要（令和２年度） 

回数・開催日 内  容 

第１回・４月１３日（月） 【主な議題】 

 ○両計画の状況について  

○地域福祉フォーラムについて 

 ○地域共生社会の実現に向けて 

 ○地区社会福祉協議会の活動について 

（地域福祉コーディネーターを含む） 

 ○地域福祉活動ボランティア人数について 

（※第４次計画Ｐ４７・成果指標の１つ） 

 ○事務局連絡会議について 

○地域福祉コーディネーターについて 

 ○民児協・地区社協・自治会の連携などについて 

 ○避難行動要支援者名簿に関する情報共有について 

 ○前回の振り返り 

○市からの定期回覧物について 

（高齢者見守り事業を含む） 

○その他 

第２回・６月１日（月） 

第３回・７月７日（火） 

第４回・８月４日（火） 

第５回・９月１日（火） 

第６回・１０月６日（火） 

第７回・１１月５日（木） 

第８回・１２月３日（木） 

第９回・１月１２日（火） 

第１０回・３月２３日（火） 

 

（２）こうほう佐倉・１１月１５日号・佐倉市社会福祉協議会（１面に掲載、資料４参照）） 

 ○市社協の広報への協力として、市社協が何をしているのかを読者に知っていただくとい

う観点で、市社協、広報課と写真撮影、取材や各種調整を行い、掲載した。 

 

（３）社会福祉協議会に関するページの作成（市ホームページ） 

 ○市のホームページから市社協のホームページへのアクセスを良くするため、社会福祉課

のホームページの組織ジャンル（ページの左側）に「社会福祉協議会」を追加するとと

もに、その中に「佐倉市社会福祉協議会のホームページ」（市社協のホームページへの
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リンク）と「社会福祉協議会とは」というページを作成した。 

 

６．地域福祉フォーラム（第４次計画Ｐ４１） 

 ○詳細は資料１を参照。今回は、具体的な内容を事務局連絡会議で市社協と協議し、令和

３年４月から市社協がモデル事業として設置した地域福祉コーディネーターに期待す

ることを第２部のテーマとした。 

 

７．庁内関係（第４次計画Ｐ２６） 

 ○第４次地域福祉計画は、福祉分野の基盤計画としており、計画の基本理念や社会福祉法

改正を中心に、福祉部関係課と情報共有などを行った。 

 

８．地域共生社会の実現に向けた、包括的な支援体制の検討（第４次計画Ｐ２６） 

 ○各相談機関に、計画の周知を行った。また、第１回・第２回推進委員会にて、国の資料

に基づき、社会福祉法の改正や包括的な支援体制の整備について、説明を行った。 

 

 ○［第４次佐倉市地域福祉計画］及び［重層的支援体制整備事業］の庁内勉強会を開催（令

和２年９月）。 

 

 ○令和３年６月に、相談窓口等の連携状況や相談（支援）業務に関するご意見等を把握し、

国の求める、「包括的な支援体制の整備」の検討に役立てることを目的とし、市内の相

談機関及び市各担当課に対し、「相談機関・アンケート調査」を実施した（令和３年７

月の第２回推進委員会（資料６）で結果を報告）。 

 

 ○地域福祉フォーラムにおいて、調布市社会福祉協議会の地域福祉コーディネーターから、

調布市における地域福祉コーディネーターの活動状況等について発表していただいた。

また、調布市福祉健康部福祉総務課に、地域福祉コーディネーター等の状況についての

照会を行った（何れも資料１参照）。 

 

 ○令和４年１月に、主に相談支援を担当する庁内関係課の担当者（佐倉市社会福祉協議会

を含む）による「包括的な支援体制の整備に係る担当者会議」を開催した（資料２参照）。 

 

９．成果指標（第４次計画Ｐ４７・計画の概要Ｐ４） 

  第４次計画の成果指標は、個別計画等における取組があることから、基本目標ごとに、

重点的な項目について設定している。 

 

基本目標 指標（説明） 

【基本目標１】 

各福祉分野の取組を進め、連携を

強化します 

相談、支援の環境等が構築されていると思う・どち

らかというと思う意識（市民意識調査） 

【基本目標２】 

福祉サービスの利用を促進します 
個別計画等の取組（進捗状況）※個別計画等による 

【基本目標３】 地域福祉活動ボランティア人数 
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地域の社会福祉を目的とする事業

の活性化を推進します 

（佐倉市ボランティアセンター登録人数 

※総合計画前期基本計画成果指標） 

【基本目標４】 

住民参加をさらに促進し、充実し

ます 

住民同士の交流やふれあいができていると思う・ど

ちらかというと思う意識（市民意識調査） 

 

（１）市民意識調査（例年、企画政策課で実施）（第４次計画Ｐ１５～１９） 

 ○調査結果は、資料５参照。 

 

（２）地域福祉活動ボランティア人数（佐倉市ボランティアセンター登録人数） 

 ○毎年度末の実績値を市社協から提供してもらい、その分析をしながら、目標値を達成で

きるように、市社協と連携しながら（事務局連絡会議での意見交換など）、取り組んで

いく。 

 

 
平成３０年度 

（現状値） 

令和元年度 

（参考値） 

令和２年度 

（実績値） 

令和３年度 

（１月末時点） 

目標値 

（令和５年度） 

佐倉市ボランティア 

センター登録人数 
２，８１４人 ２，６８１人 ２，４４３人 ２，６９４人 ３，０００人 

グループ登録数 
１０６団体 １０６団体 ９９団体 ９９団体 － 

２，５２８人 ２，４０１人 ２，２４６人 ２，５０９人 － 

個人ボランティア 

登録者数 
２８６人 ２８０人 １９７人 １８５人 － 

（現状値＝第４次佐倉市地域福祉計画策定時における直近の現状値） 

  ※個人の登録数の減少傾向が見られるが、新型コロナウイルス感染症拡大によりボラン

ティア活動ができず、登録者数が減少したことが一因と考えられる（ボランティアセ

ンターへの登録は、年度ごとの申請を要する）。 

  ※グループ登録の団体数は前年と変わらないが、市社協によると、若干の入れ替わりは

あったとのこと。「老舗」の団体が高齢化で減りつつある一方、屋外で野草や森林な

どに関連した活動をする多人数の団体が複数加わった。このため、グループ登録の人

数としては増加している。 

 

（３）進捗管理の考え方 

  国の策定ガイドラインでは（「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について」

の改正について（令和３年３月３１日・子発１２１２第１号など））、 

 

○ 評価の際には、相談件数等の定量的な変化やうまく進んでいないことのみに着目

するのではなく、支援を必要とする者や支援者等、地域住民や関係機関の意識や行

動にどれほどの変化を与えたのか、地域にどれほどの変化を与えたのか、連携がど

れほどまでに動くようになったのか等、直接的な成果として得られてきたものやそ

の広がり（影響）にも着目し、そこを伸ばしていくという視点も重要である。 

 

とされている。 
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１０．次期委員会・次期計画に向けて 

 ○４年計画の前半２年間ということで、関係機関への周知やこうほう佐倉１面など、計画

の周知に力を入れた。福祉分野の基盤計画であり、「～一人ひとりがともにはぐくむ お

互いさまの地域づくり～」の基本理念など、その考え方を伝えた。 

 

 ○令和３年度は、佐倉市と佐倉市社会福祉協議会による主催で、地域福祉フォーラムを開

催した（２年に１回開催）。第１部では両計画の状況報告、第２部では地域福祉コーデ

ィネーターに期待することをテーマに発表・報告・意見交換を行った。新型コロナウイ

ルス感染症対策として、初めて動画での配信とした。 

 

 ○次期委員会は、第５次地域福祉計画を策定する委員会となる。来年度の後半の頃から、

現計画の進行管理を行いつつ、次期計画に関する検討がスタートする。 

 

 ○社会福祉法が改正され、「地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制

の整備に関する事項」が市町村地域福祉計画の記載事項となった。これまでの議論、庁

内での検討、佐倉市の現状を踏まえつつ、次期計画の策定に向けて検討を進めていく。 


